
‐ 1‐  

○う る ま 市競争契約入札心得規程 

平成１ ７ 年４ 月１ 日 

告示第１ ４ 号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の告示は、 う る ま 市の契約に係る 一般競争入札及び指名競争入札（ 以下「 競

争」 と いう 。 ） を行う 場合における 入札その他の取扱いについて、 地方自治法（ 昭和

２ ２ 年法律第６ ７ 号） 、 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号。 以下「 政令」

と いう 。 ） 、 う る ま 市契約規則（ 平成１ ９ 年う る ま 市規則第９ 号。 以下「 契約規則」

と いう 。 ） その他の法令、 条例又は規則に定める も ののほか、 必要な心得を定める も

のと する 。  

（ 入札保証金等）  

第２ 条 競争入札に参加し よ う と する 者（ 以下「 入札参加者」 と いう 。 ） は、 入札執行

前に、見積金額の１ ０ ０ 分の５ 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる 担保を納付

し 、 又は提供し なければなら ない。 ただし 、 入札保証金の全部又は一部の納付を免除

さ れた場合は、 こ の限り でない。  

２  入札参加者は、 前項ただし 書の場合において、 入札保証金の納付を免除さ れた理由

が入札保証保険契約を結んだこ と によ る も のである と き は、当該入札保証保険契約に

係る 保険証券を担当課に提出し なければなら ない。  

３  入札参加者は、 第１ 項本文の規定によ り 入札保証金（ 現金） を納付する と き は、 関

係職員に申し 出て納付書の交付を受け、 指定金融機関等で納付する こ と 。  

４  入札参加者は、 入札保証金に代わる 担保を納付し 、 又は提供する 場合は、 関係職員

の調査を受け、 その前面においてこ れを封かんのう え、 氏名及び金額を封皮に明記し

て当該提出書（ 有価証券を提供する 場合は、 当該提出書及び印鑑） を添えて差し 出さ

なければなら ない。  

５  入札参加者は、第１ 項本文の規定によ り 提供する 入札保証金に代わる 担保が銀行又

は市長が確実と 認める 金融機関（ 以下「 銀行等」 と いう 。 ） に対する 定期預金債権で

ある 場合においては、 当該債権に質権を設定し 、 当該債権に係る 証書及び当該債権に

係る 債務者である 銀行等の承諾を証する 確定日付のある 書面を提出し なければなら

ない。  
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６  入札参加者は、第１ 項本文の規定によ り 提供する 入札保証金に代わる 担保が銀行等

の保証である 場合においては、 当該保証に係る 保証書を提出し なければなら ない。  

７  入札保証金又は入札保証金に代わる 担保は、 落札者に対し ては契約締結後に、 落札

者以外の者に対し ては入札執行後に、 その請求によ り こ れを還付する 。  

（ 入札等）  

第３ 条 入札参加者は、 仕様書、 図面、 う る ま 市契約約款、 現場説明書及び現場等を熟

知のう え、 入札し なければなら ない。 こ の場合において、 仕様書、 図面、 契約約款、

現場説明書等について疑義がある と き は、 関係職員の説明を求める こ と ができ る 。  

２  入札書は、 別に定める 様式によ り 作成し 、 封筒にいれ、 入札者の氏名を表記し 、 公

告、 公示又は通知書に示し た時刻ま でに、 入札し なければなら ない。 ただし 、 電子入

札によ る 場合は、 こ の限り でない。  

３  入札参加者は、 代理人をし て入札さ せる と き は、 その委任状を持参さ せなければな

ら ない。 ただし 、 電子入札によ る 場合は、 こ の限り でない。  

４  入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する 他の入札参加者の代理を

する こ と はでき ない。  

５  入札参加者は、政令第１ ６ ７ 条の４ 第２ 項の規定に該当する 者を入札代理人と する

こ と はでき ない。  

（ 入札の辞退）  

第４ 条 指名を受けた者は、 入札書の提出に至る ま では、 いつでも 入札を辞退する こ と

ができ る 。  

２  指名を受けた者は、 入札を辞退する と き は、 その旨を、 次に掲げる と こ ろによ り 申

し 出る も のと する 。 ただし 、 電子入札によ る 場合は、 こ の限り でない。  

（ １ ）  入札執行前にあっては、 入札辞退届（ 別記様式） を 関係職員に直接持参し 、

又は郵送（ 入札日の前日ま でに到達する も のに限る 。 ） し て行う 。  

（ ２ ）  入札執行中にあっては、 入札辞退届又はその旨を明記し た入札書を、 入札執

行する 者に直接提出し て行う 。  

３  入札を辞退し た者は、こ れを理由と し て以後の指名等について不利益な取扱いを受

ける も のではない。  

（ 公正な入札の確保）  
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第５ 条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律（ 昭和２ ２ 年

法律第５ ４ 号） 等に抵触する 行為を行ってはなら ない。  

２  入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する 目的で他の入札参加者と 入札価

格又は入札意思についていかなる 相談も 行わず、独自に入札価格を定めなければなら

ない。  

３  入札参加者は、 落札決定前に、 他の入札参加者に対し て入札価格を意図的に開示し

てはなら ない。  

（ 入札の取り やめ等）  

第６ 条 入札参加者が連合し 、 又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に

執行する こ と ができ ないと 認めら れる と き は、 当該入札参加者を入札に参加さ せず、

又は入札の執行を延期し 、 若し く は取り やめる こ と がある 。  

２  入札辞退等によ り 指名競争入札に参加し よ う と する 者が１ 人の場合には、入札の執

行を取り やめる 。  

３  入札前において天災等やむを得ない事由が生じ たと き は、 入札の執行を延期し 、又

は取り やめる こ と がある 。  

（ 入札の無効）  

第７ 条 次に掲げる 事項に該当する 入札は、 無効と する 。  

（ １ ）  入札に参加する 資格のない者がし た入札 

（ ２ ）  委任状を持参し ない代理人がし た入札 

（ ３ ）  同一人が同一事項についてし た２ 通以上の入札 

（ ４ ）  ２ 人以上の者から 委任を受けた者がし た入札 

（ ５ ）  入札書の表記金額を訂正し た入札又は入札書の表記金額に￥マーク の記載が

欠けている 入札 

（ ６ ）  入札書の表記金額、 氏名、 印影又は重要な文字が誤脱し 、 又は不明な入札 

（ ７ ）  入札保証金の納付を要する 入札において入札保証金を納付し ない者、 入札保

証金が不足し ている 者又は入札保証金に代わる 担保を提供し ない者がし た入札 

（ ８ ）  入札書の日付が欠けている 又は入札書の日付が入札年月日と 合わない入札 

（ ９ ）  入札書が、鉛筆等容易に消去が可能な筆記用具を用いて記載さ れている 入札 

（ １ ０ ）  １ 回目の入札で落札者が決定せず、 引き 続き ２ 回目の入札を行う 場合にお
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いて、 １ 回目（ ３ 回目の場合は１ 回目及び２ 回目） の入札に不参加の者がし た入札 

（ １ １ ）  代理人が入札に参加する 場合において、 入札書に代理人の氏名及び代理人

の使用印鑑（ 委任状押印の印鑑） が欠けている 入札 

（ １ ２ ）  入札書の表記金額以外の文字の訂正について、 訂正する 文字に二重線を引

き 、 その上部に正し い文字を記載し 、 その二重線の上に当該入札で有効と なる 訂正

印（ 会社実印又は委任状押印の印鑑） が欠けている 入札 

（ １ ３ ）  電子メ ール、 電報又はフ ァ ク シミ リ によ る 入札 

（ １ ４ ）  提出する こ と が求めら れる 見積内訳書を提出し ない者又は不備のある 見積

内訳書を提出し た者がし た入札 

（ １ ５ ）  提出する こ と が求めら れる 配置予定技術者届を提出し ない者又は不備のあ

る 配置予定技術者届を提出し た者がし た入札 

（ １ ６ ）  連合その他不正な行為があった入札 

（ １ ７ ）  電子入札の場合において、 う る ま 市電子入札取扱要綱（ 令和７ 年う る ま 市

告示第２ １ ３ 号）第２ 条第４ 号に規定する Ｉ Ｃ カード（ 以下「 Ｉ Ｃ カード 」と いう 。）

の不正使用が判明し た入札 

（ １ ８ ）  電子入札の場合において、 入札時に失効事由が生じ ている Ｉ Ｃ カード （ 実

際の代表者氏名、 商号又は名称が異なる も の） が使用さ れている 入札 

（ １ ９ ）  電子入札の場合において、 電子入札シス テムに入札金額その他所定の情報

が到達し たこ と を確認でき ない入札 

（ ２ ０ ）  その他入札に関する 条件に違反し た入札 

（ 落札者の決定等）  

第８ 条 財産の売払い又は物件の貸付けの入札の場合は、予定価格以上で最高価格の入

札をし た者を落札者と する 。  

２  前項に規定する も の以外の入札については、予定価格以下の最低価格の入札をし た

者を落札者と する 。  

３  前項の規定にかかわら ず、工事又は製造その他の請負の契約を締結し よ う と する 場

合において、 当該契約の内容に適合し た履行を確保する ため、 特に必要がある と 認め

てあら かじ め最低制限価格を設けたと き は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制

限価格以上の価格をも って入札し た者のう ち、最低の価格をも って入札をし た者を落
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札者と する 。  

４  前３ 項の規定によ る 落札者の落札が無効と なったと き は、当該落札者の次順位の入

札をし た者を落札者と する こ と ができ る 。こ の場合において、 次順位の入札をし た者

を落札者と 決定する 場合は、 前３ 項の規定を準用する 。  

５  工事又は製造その他の請負の契約を締結し よ う と する 場合において、落札者と なる

べき 者の入札価格によ っては、その者によ り 当該契約の内容に適合し た履行がなさ れ

ないおそれがある と 認めら れる と き 、又はその者と 契約を締結する こ と が公正な取引

の秩序を乱すこ と と なる おそれがあって著し く 不適当である と 認めら れる と き は、予

定価格の制限の範囲内の価格をも って入札し た他の者のう ち最低の価格をも って入

札し た者を落札者と する 。  

（ 再度の入札）  

第９ 条 再度の入札について、 契約規則第３ ４ 条第４ 項ただし 書中別に定める も のは、

う る ま 市建設工事等に係る 予定価格の事前公表に関する 要綱（ 平成１ ７ 年う る ま 市告

示第１ １ 号） 第５ 条ただし 書の規定によ る も のと する 。  

２  第７ 条第１ 号から 第４ 号ま で、第７ 号、 第１ ０ 号及び第１ ３ 号から 第１ ７ 号ま での

規定によ り 無効と さ れた入札をし た者は、 再度の入札に参加する こ と ができ ない。  

（ 同価格の入札者が２ 人以上ある 場合の落札者決定）  

第１ ０ 条 落札と なる べき 同価格の入札をし た者が２ 人以上ある と き は、 直ちに、 当該

入札をし た者にく じ を引かせて落札者を定める 。  

２  前項の場合において、 当該入札をし た者のう ちく じ を引かない者がある と き は、こ

れにかわって入札事務に関係のない職員にく じ を引かせる 。  

３  契約規則第２ 条第４ 号に定める 契約担当者（ 以下「 担当者」 と いう 。 ） は、 く じ に

よ り 落札者を決定し た場合は、 その旨を記録し 、 当該入札者又はこ れに代わってく じ

を引いた職員をし て当該く じ 又は記録に署名さ せなければなら ない。  

４  前３ 項の規定にかかわら ず、 電子入札の場合の取扱いは、 別に定める 。  

（ 契約保証金等）  

第１ １ 条 落札者は、 契約書の提出と 同時に、 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上の契約保

証金又は契約保証金に代わる 担保を納付し 、 又は提供し なければなら ない。 ただし 、

契約保証金の全部又は一部を免除さ れた場合は、 こ の限り でない。  
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２  第２ 条第２ 項の規定は、 前項ただし 書の場合について準用する 。  

３  落札者は、 第１ 項本文の規定によ り 契約保証金を納付する 場合においては、 あら か

じ め、 担当課で納付書の交付を受け、 現金を指定金融機関等で納付し なければなら な

い。  

４  落札者は、第１ 項本文の規定によ り 契約保証金に代わる 担保を提供する 場合におい

て、 当該担保が有価証券である と き は、 当該有価証券を会計課に提出し 有価証券保管

証の交付を受けなければなら ない。  

５  第２ 条第５ 項の規定は、第１ 項の規定によ り 提供する 契約保証金に代わる 担保が銀

行等又は公共工事の前払金保証事業に関する 法律（ 昭和２ ７ 年法律第１ ８ ４ 号） 第２

条第４ 項に規定する 保証事業会社の保証である 場合について準用する 。  

（ 入札保証金の振替）  

第１ ２ 条 落札者の入札保証金又は入札保証金に代わる 担保を契約保証金又は契約保

証金に代わる 担保の一部に振り 替える こ と ができ る 。  

（ 契約書の提出）  

第１ ３ 条 契約書を作成する 場合においては、 落札者は、 担当者から 交付さ れた契約書

の案に記名押印し 、 落札決定の日から ７ 日以内に、 こ れを担当者に提出し なければな

ら ない。 ただし 、 予算執行者が特に指示し たと き は、 こ の限り でない。  

２  前項の契約書を電磁的記録によ り 作成する 場合においては、契約規則第４ ９ 条第２

項の規定によ る 措置を講じ たこ と をも って記名押印し たも のと みなす。  

３  落札者が第１ 項に規定する 期間内に契約書の案を提出し ないと き は、落札はその効

力を失う 。  

４  契約書の作成を要し ない場合においては、 落札者は、 落札決定後速やかに請書その

他こ れに準ずる 書面を担当者に提出し なければなら ない。 ただし 、 担当者がその必要

がないと 認めて指示し たと き は、 こ の限り でない。  

（ 異議の申立て）  

第１ ４ 条 入札をし た者は、 入札後、 こ の心得、 仕様書、 図面、 契約書案及び現場等に

ついての不明を理由と し て異議を申し 立てる こ と はでき ない。  

附 則 

こ の告示は、 平成１ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
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附 則（ 平成１ ９ 年３ 月２ ９ 日告示第４ １ 号）  

こ の告示は、 平成１ ９ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 平成３ ０ 年２ 月５ 日告示第１ ８ 号）  

こ の告示は、 平成３ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和元年６ 月１ ９ 日告示第３ ０ 号）  

こ の告示は、 令和元年６ 月１ ９ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和３ 年２ 月１ ８ 日告示第３ ５ 号）  

こ の告示は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和６ 年１ 月２ ５ 日告示第２ ０ 号）  

こ の告示は、 令和６ 年２ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和６ 年５ 月２ ８ 日告示第１ ２ ４ 号）  

こ の告示は、 令和６ 年５ 月２ ８ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和６ 年７ 月２ ４ 日告示第１ ５ ６ 号）  

こ の告示は、 令和６ 年７ 月２ ４ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和７ 年１ ０ 月３ １ 日告示第２ １ １ 号）  

こ の告示は、 令和８ 年１ 月１ 日から 施行する 。  
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別記様式（ 第４ 条関係）  

 


